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営業権組合の見解        2018.10.30築 地市場営業権組合

1.築地市場の仲卸業者等は「のれんに基づく営業権」を持つ
・築地市場営業権組合の組合員は、すべて「築地」とい う「のれん」に基づく営業

権を持つ。

・ 「のれんに基づく営業権」は、許可によるものではないから、条例の存在や改正

とは何の関係 もない。

・東京都中央卸売市場条例の改正 (施行 2018年 10月 11日 )以後も「のれんに基

づく営業権」が存在 し続けていることは、10月 11日 ～10月 18日 の買P/Jツ アー

により証明済みである。

その主たる理由は、その間の事実として存在 している次の①～③。

①都は、店主の築地市場への入場を無条件に認めてきた。

②買物ツアーも実施でき、都は苦々しく見るだけで認めざるを得なかった。

③都は、「店主一人」の有無により、買物ツアーの実施の可否を判断 した。

・本件仮処分命令申立書における「土地の不法占有である」旨の都の見解は、以上

の①～③の事実と全く矛盾する。

2,築地市場の開場・解体事業は営業権 (財産権)の侵害であり、憲法違反である

・都は、築地市場の閉場・解体事業により、損失補償を全 く支払わないまま、営業

権を侵害 しようとしてお り、これは明らかに憲法 29条違反である。

・都の「豊洲移転に伴 う経済的損失は、すべて受忍限度内」との見解は、加害行為

の受忍限度を加害者が一方的に決められるとする暴論。セクハラ行為に即 して考

えれば明らか。

・10月 19日 以降の買物ツアーは、都が仲卸棟等への入場を違法に拒んでいるた

め、他の場所 (築地市場内又は築地市場内及び築地市場正門前)で実施 している。

[参考]

①損失補償請求書

②東京高裁平成 3年 7月 30日 判決

3.都が築地市場を開場し、また建物を解体しようとしている行為は威力業務妨害

罪にあたる

・威力業務妨害罪にいう業務には、平穏に営まれていさえすれば、違法な業務も含まれ

るから、ましてや 「のれんに基づく営業」が含まれることには疑間の余地なし。

なお、以上の1～ 3の全般にわたり、熊本一規明治学院大学名誉教授のホームページ

http://www.kumamoto84,oo:η

を参照されたい(主要部分をWordファイルにしたものを提出)。
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東京都 「主張書面 (平成 30.11.1)」 について   2018。 11.5築地市場営業権組合

東京都の「主張書面 (平成 30。 11.1)」 に対 して、以下、反論する。

一.主張書面「第 1 営業権の主張について」について

1.江頭説は独自の見解に過ぎない

債権者は、江頭憲治郎『株式会社法』からの引用を根拠として「のれんは法的権利

としては認められない」旨、主張するが、学説は多数・多様であるから、江頭氏の見

解が通説であることを証明しない限 り、何の効力も持たない。

「営業権は許認可又はのれんに基づく財産権である」ことは通説であるから、江頭

氏の見解は、通説に反 した氏独自の見解に過ぎない。

2.債権者は東京高裁 (平成3年 7月 30日 )判決を全く理解 していない

東京高裁 (平成 3年 7月 30日 )判決は、「市場移転に伴つて設備・備品等に生 じた

損失について損失補償が必要であること」を判示 したものであり、本件に即 していえ

ば、「債務者が提出している損失補償を都が支払わなければならない」ことを示 した

判決である (資料(D参照)。 債権者は、この判決趣旨を全く理解 していない。

ちなみに、債権者は、去る 10月 30日 まで同判決を全く知 らず、同日に債務者所有

のものをコピーさせてもらったのであるが、そのわずか二日後に本主張書面を提出し

てお り、入手から書面提出までの期間から判断 して、同判決を熟読 したとはとうてい

思われない。主張内容を見ても、先述のように、理解不足・誤解は明らかである。

そもそも、同判決を入手するうえでお世話になった者に対 して主張するのであるか

ら、債務者 (資料提供者)に対する礼儀を尽くしたうえで、かつ同判決を熟読 したうえ

で主張すべきは当然であるが、その姿勢が債権者には全く欠けている。

司法のプロが司法のアマから本件に関する最重要判決を提供 してもらったのだか

ら、なおさら、この点、心 して努力を重ね、プロとしての玲持を示 していただきたい。

3.10月 11日 ～17日 の間の営業が「のれん」を証明済み

債務者 らは、債権者が主張する「10月 11日 改正条例施行」後も、10月 11日 ～17

日の間 (11,12,13,15,16日 )に、築地市場に入場 して、各自の店舗で営業するととも

に、市民に参加いただいて、買物ツアーを実施 した。その間、債権者は、「店主が一

人でもいること」を条件として買物ツアーの実施を認めてきた。

債権者の「のれんは法的権利でない」との主張に基づけば、買物ツアーの実施を認

めてきたことは、「法的根拠のない行為」、「違法行為」を認めてきたことになり、し

たがって、債権者の行為もまた違法行為となる。

債権者が、10月 11日 以降、違法行為を犯 したことを認めたくなければ、「のれん」

が法的権利であることを認めなければならないことは明らかである。

二 主張書面「第 2『築地市場は閉場 していない』との主張について」について



J

1.「位置の変更」で「築地市場」が「豊洲市場Jに変わるはずはない

債権者は、「築地市場→豊洲市場」に関し、その法的根拠を「東京都中央卸売市場条

例」(法的根拠は卸売市場法第 9条第 2項)の改正 (本年 10月 11日 施行)に求めている。

卸売市場法第 11条は、同法 9条に掲げる業務規程の事項を変更するときは、農水大

臣の認可が必要である旨定めてお り、都は、農水大臣への認可申請 (本年8月 1日 )を
経て、 9月 10日 に認可を得、それに基づき、改正条例を 10月 11日 に施行したのであ

る。ちなみに、「築地市場→豊洲市場」に際 して行なわれた「業務規程の変更」の内容

は「位置及び面積の変更」である。

以上の経緯は、実に不可解である。「業務規程 (位置)の変更」
1は 「築地市場の業務

規程」について行なわれノたのであるから、「位置の変更」がなされたところで、「築地市

場」が「豊洲1市場」に変わるわけはない

に変わるだけである。

。「墨地巾場 at築地」が「築地市場 at豊洲 |

「明治乳業」の「位置の変更」によって「森永乳業」に変わるわけはない。「明治大

学」の「位置の変更」によって「法政大学」に変わるわけはない。「築地市場」だけが、
「位置の変更」によって「豊洲市場」に変わることなどあり得ない。

2.「業務規程の変更」は卸売市場法第 14条適用を回避するための トリック

1で述べたことは、通常の論理的思考力のある人であれば、容易に理解 し、納得 し得

ることである。

東京都及び農水省が、これほど見え透いた トリックを用いた理由は、結論から言えば、

卸売市場法第 14条の適用を回避することにある。

卸売市場法第 14条 は、「農水大臣は、一般消費者及び関連事業者の利益が害されるお

それがない時でなければ、中央卸売市場法の『廃止の認可』をしてはならない」旨、規

定 している。

日本最大、世界でも有数の市場である築地市場を「一般消費者及び関連事業者の利益

が害される」ことなく廃止することは、明らかに不可能である。

そのため、第 14条適用を回避するトリックとして用いられたのが、第 H条「業務規

程の変更」なのである。

3.「築地市場は中央卸売市場の一部」は「業務規程の変更」適用のためのゴマカシ手法

築地市場の豊洲移転に第 14条 「廃止の認可」が適用されることを回避 し、第 11条
「位置の変更」で済ませることを正当化する手法として用いられたのが、「築地市場は

中央卸売市場の一部」とい うゴマカシ手法である。

すなわち、東京都には、「中央卸売市場」という名前の付いた市場は計 11あ り、それ

1「
面積の変更」が 「築地市場」

下、「業務規程の変更」の うち

から「豊洲市場」への変更の根拠になるはずがないので、以
「面積の変更」について言及を要しないことは明らかである。
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ぞれ「中央卸売市場○○市場」などと名付けられているが、築地市場もそのうちの一つ

に過ぎないから、その廃止 (ゴマカシ名では「廃場」)は、第 14条による「中央卸売市

場の廃止」ではなく、第 11条 による「位置の変更」で可能とするゴマカシである。
2

このようなゴマカシがまかり通るならば、それに起因して、次の①～③のような、明

らかに不可解で不当な結果を招くことになる。

①東京都にある「中央卸売市場○○市場Jは、すべて「位置の変更」によって廃止 (ゴ

マカシ名では「廃場」)で きることになり、そのすべてに卸売市場法第 14条の適用

がなされないことになる。

②「中央卸売市場○○市場」が複数存在する都道府県のすべてにおいて、第 14条の適

用がなされなくなる。3

③市場規模についての規定が全く存在しないため、中央卸売市場全体の 95%のシエアを

占める大規模市場も、もう一つ 5%シェアの小規模市場が存在すれば、その廃止 (ゴマ

カシ名「廃場」)の際に第 14条が適用されないことになる。4

以上の①～③は、「中央卸売市場」が公益的機能を持つ公共財産である5こ とに基づい

て、その廃止にあたつて「関連事業者及び一般消費者の利益」を保護する規定 (第 14条 )

を設けている卸売市場法の趣旨に明らかに反 している。

とい うことは、①～③の結果を招く原因である「築地市場は中央卸売市場の一部だか

ら、第 14条が適用されない」との見解が、そもそも卸売市場法に反することを意味し

ている。

以上のことから、築地市場の廃止 (廃場)に第 11条 「位置の変更」を適用すること

が違法であることは明らかである。

したがって、築地市場の廃止 (廃場)には第 14条 「廃上の認可」が必要であり、ま

た、豊洲市場の開設には第 8条 「開設の認可」が必要である。
6

4.築地市場は改築できなくなつただけ

本年 9月 10日 、農水省「食料・農業・農村政策審議会」に諮問され、決定された「中

央卸売市場整備計画の変更」では、「東京都中央卸売市場築地市場」は、「現行」では「必

要に応 じ施設の改善を図ることができる中央卸売市場」に含まれているの対 し、「変更」

2都が、築地市場の 「廃止」ではなく「廃場」と呼んでいるのも、このゴマカシに気づかれに

くくするための、意図的な行為である。
3ぃ

くっでぁろうと複数であれば同様になることは明らかである。
4築地市場が、そのような大規模市場にあたることは論を待たない。
5中

央卸売市場は、生産者側に立つ卸売業者 と消費者側に立つ仲卸業者が 「せ り」をつ うじて

完全競争を実現するとい う公益的機能を持つ。
6債

権者は、「築地→豊洲」に関し、第 11条 を適用する根拠として、質問主意書への政府答弁

書をあげているが、政府答弁書が根拠たり得ないことは、「昭恵は私人である」等々の多くの

政府答弁書事例から明らかである。
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後は、そこから削除されているだ :す である (資料②参照)。

この「中央卸売市場整備計画の変更」は、次の①～③を意味 している。

①「中央卸売市場整備計画の変更」という農水省公式文書に「東京都中央卸売市場築

地市場」として明記されているから、築地市場は「中央卸売市場」に他ならない。

②したがつて、築地市場は、卸売市場法第 14条「廃止の認可」がない限り、廃止

できない。

③「中央卸売市場整備計画の変更」によつて築地市場に加えられた変更は、「改築

できる市場」から「改築できない市場」への変更だけである。

ちなみに、原龍之助『公物営造物法 [新版]』 (473頁〕資料③)には、「公共施設の廃止

にあたっては、従来の摯1用者 (受益者)が『法律上保護される利益』の侵害として、そ

の廃止処分砕取消ヒ/を求める訴えの摯I益を有する」旨、記されている。

また、公共用地補償研究会編著『公共補償基準要綱の解説』(16買 ,資料④)には、「大

規模な公共事業は、地域の経済・社会構造に著しい影響を与えるので、国、地方公共団

体等が、要綱や基準に基づく補償とは別個に、地元に対する総合的配慮のもとに何らか

の措置を講じる必要がある」旨、指摘した公共用地審議会の答申が掲載されている。

築地市場の 83年 もの歴史、及びその規模に鑑みれば、その廃上にあたっては、これ

らの賢明、かつ、きわめて真っ当な識者の指摘・見解を尊重したうえであたるべきは、

当然のことである。

にもかかわらず、賢明、かつ真つ当な指摘・見解を無視するばかりか、公共機関とし

て最低限行なうべき、国の定めた要綱
7に基づく補償すら全く支払わないまま強行され

ている本件事業が違法事業であることは、火を見るよりも明らかである。
8

三.東京都への公開質問状及び警告

以上を踏まえ、東京都に対し、公開質問状 (別紙)を提出する。

公開質問状に誠実に回答
9で きない限り、都は、「築地市場の解体」なる違法事業を一

刻も早く中止し、築地市場を原状回復しなければならない。

さもなければ、都の役人の中から威力業務妨害罪に基づく逮捕者が続出するであろう

ことを、ここに警告する。

以 上

7『公共用地の取得に伴 う損失補償基準要綱』及び『公共事業の施行に伴 う公共補償基準要

綱』の二種があり、各都道府県は、二種の要綱に基づいて基準を定めることとされているが、

東京都は後者の要綱に基づく基準はいまだに定めていない。
8要

綱に基づく補償を支払わないことは、いうまでもなく憲法 29条違反であるが、都は、さら

に威力業務妨害罪を犯している。
9「誠実な回答」の条件については、公開質問状に記す。
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東京高裁平成 3年 7月 30日 判決及び原判決の重要部分  2018.10,1熊本一規

東京高裁平成 3年 7月 30日 判決及び原判決 (地裁判決)の 重要部分を、以下に紹介し

ます。

両判決とも、千葉市が中央卸売市場の移転の際に千葉青果に対して支払つた損失補償

が適法であると判示しています。

○高裁判決① (理 由第五三3)

市場の移転に伴い市長の使用指定の対象施設が旧市場から新市場の市場施設に変更され

たとしても、形式上は、旧市場の市場施設の使用許可の取消がなされたものとみる余地はな

い。

コメント:都の使用指定の対象施設が築地市場から豊洲市場に変更されたとしても、築地市

場の使用許可の取消 しがなされたものとみることはできない、ということ。

O高裁判決② (理由第五三3)

公益上の必要に基づく市場の移転に伴い卸売業者が使用する市場施設の指定が変更され

た結果、旧市場において卸売業者が設置し又は取得した設備、備品等に生じたいわゆる付随

損失については、憲法二九条の趣旨と公平の原則に照らし、前記国有財産法一九条、二四条

により行政財産の目的外使用の許可が取 り消された場合に認められる損失補償と同様の補

償を求めることができるものと解するのが相当である。

コメント:豊洲市場への移転に伴い築地市場の設備 口備品等に生じた損失について損失補償

が必要ということ。

○高裁判決③ (理由第五三4)

卸売業者による設備、備品等の設置又は取得について、これを専ら卸売業者の個人的都合

のみによる例外的なもの (控訴人の言及する公営住宅の入居者による模様替え又は増築は

これに近い。)と みて、卸売業者に責任のない使用関係の終了の際にも損失補償を求める権

利がないとする考え方は採 り得ないものというべきである。

コルト:築地市場の使用関係の終了の際、仲卸業者等の設置 。取得 した設備・備品につい

て損失補償が必要ということ。

○地裁判決① (理由五2)

国有財産法一九条、二四条の各規定によれば、国有の行政財産について使用許可を得た者

は、その許可が所定の事由により取 り消された場合、これによる損失の補償を求めることが

できる。このことに照らせば、被告市の行政財産の利用関係についても、右の規定を類推し

損失の補償を請求することができるものということができる。
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コメント:築地市場の伸卸業者等は、許可取り消しに関し、都に対して損失補償を請求する

ことができるということ。

○地裁判決②(理由五5(五 )(3))

原告らは、そうとはいえ千葉青果において任意売却すれば足りるというが、被告市の施策

としての新市場移転によつて使用不可能な事態が生じたのであるから、被告市において廃

棄損を評価して、その損失を補償し、被告市に所有権を移転したうえで、売kll使用可能なも

のは被告市において処分するのが、行政手法としても妥当な方法として是認できるところ

であると考える。

コメント:豊洲移転によつて使えなくなつた備品等は、都が損失補償を支払つて所有権を取

得 したうえで売却 日処分を行なうのが行政手法として妥当な方法ということ。

結論 1:築地市場の残置物について損失補償が必要である(高裁判決②,③、地裁判決②)

結論2:築地市場の使用許可取消しには損失補償が必要である(高裁判決①,地裁判決①)
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(資料2)

30食産第,2267号

平成 30年 9月 10日

食料・農業・農村政策審議会

会長 中 嶋 康 博 殿

農林水産大臣  齋 藤   健

中央卸売市場整備計画の変更について (諮問)

卸売市場法 (昭和 46年法律第 35号)第 5条第 1項の規定に基づき定める中央卸

売市場整備計画について別紙のとおり変更したいので、同条第 5項において準用す

る同条第 3項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。
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中央卸売市場整備計画の変更案 □
′2

′3

変 更 案 現 行

(別 添 2)
取扱品目の適正化を目ることが必要と認められる中央卸売市場及び撤

定又は童資をab■とする取搬品目

中央卸売市場の名称 設定又は変更を必要と
する取扱品目

東京都中央卸売市場 (新設市場一豊洲地区) 野菜、果実及びこれ らの加

工品

生鮮水産物及びその加工品

姫路市中央卸売市場 (新設市場一白浜地区) 亀鮮水産物及びその加工品

(別添 2)
取繊394目 の瀬正化を回ることが必要と認められる中央卸売市場及び餞
定又は責更を必要とする取搬品目

中央卸売市場の名称 設定又は変更を必要と
する取扱品目

東京都中央卸売市場 (新設市場一豊洲地区) 野菜、果実及びこれらの加
工品
生鮮水産犠及びその加工品

[新設]

変 更 案 現 行

01添 3)

施設の改善を目ることがJZ・要と聴められる中央卸売市場又は必要に

応じ施散の改善を目ることができる中央卸売市場及びこれらの改農、

造威スは取得をら要とする施設

中央卸売市場の名称 改良、造威又は取得を
必要とする施設

施設の改善 を図 るこ

とが必要 と認め られ

る中央卸売市場

[略 ]

神戸市中央卸売市場東部

市場
姫路市中央卸売市場 (頼

[略 ]

設市場―白浜地区)

[絡 ]

必要に応 じ施設の改

善 を図 ることができ

る中央卸発市場

[略 ]

さいたま市食肉中央卸売

市場
[Ellる。]

[略 ]

神戸市中央卸売市場西部

市場
姫路市中央量壼立量三塁
末地区)

[略 l

(別添3)

施戯の改善を目ることが必要と認められる中央卸発市場又:ま必要に
応じ施設の改善を目ることができる中央椰発市場及びこれらの改良、
遺威又は取書を必要とする施設

中央卸発市場の名称 改良、達成又は取得を
必要とする施設

施設の改善 を図 るこ

とが必要 と認め られ

る中央卸売市場

[略 ]

神戸市中央卸売市場東部

市場

姫路市中央卸売市場

[略 ]

[略 ]

必要に応 じ施設の改

善を図 ることができ
る中央卸売市場

[略 ]

さいたま市食肉中央卸売
市場
東京都中央卸売市場発地

饉
[略 ]

神戸市中央卸売市場画部
市場
[新設]

[略 ]
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二

護
者
に
対
し
て
就
学
の
強
制
す
な
わ
ち
特
定
の
営
造
物
の
利
用
の
強
制
が
な
さ
れ
て
い
る
法
意
か
ら
考
え
る
と
、
保
護
者
は
、
そ
の
保
護
す

る
子
女
を
就
学
さ
せ
る
義
務
を
負
う
と
同
時
に
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
特
定
の
小
学
校
に
子
女
を
就
学
さ
せ
る
た
め
、
当
該
営
造
物
を
利
用

す
る

一
種
の
法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益

（
以
下
法
詢
利
益
と
い
う
）
を
有
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
、
市
町
村

の
設
置
す
る
小
学
校
も
し
く
は
分
校
に
つ
き
廃
止
処
分
が
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
子
女
の
通
学
が
著
し
く
困
難
も
し
く
は
危
険
で
あ
っ
て
、

そ
の
就
学
が
事
実
上
不
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
が
招
来
さ
れ
る
場
合
に
は
、
た
と
え
、
右
処
分
が
特
定
の
相
手
方
の
な
い
処
分
で
あ
る
と

し
て
も
、
保
護
者
は
右
に
の
べ
た
瀞
む
朴
府
が
伊
争
む
摯
齢
ど
い
で
ヽ
右
処
分
の
効
力
を
争
う
に
つ
い
て
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
も
の
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
（仙
台
高
判
昭
和
四
六
二
三
二
一四
行
集
二
二
巻
三
号
二
九
七
頁
）。

②
　
「憲
法
第
二
六
条
第
二
項
、
教
育
基
本
法
第
二
条
、
第
四
条
、
学
校
教
育
法
第
四
〇
条
、
第
二
九
条
、
地
方
自
治
法
第

一
〇
条
第
二
項

の
諸
規
定
の
趣
旨
」
に
て
ら
し
、
保
護
者
の
子
女
を
就
学
さ
せ
る
義
務
を
規
定
し
た
学
校
教
育
法
二
二
条
、
二
九
条
は
、
「
同
時

に
子
女

の

就
学
を
保
護
者
の
権
利
と
す
る
趣
旨
を
包
含
し
、
同
条
の
保
護
者
た
る
者
は
そ
の
属
す
る
市
町
村
が
設
置
す
る
小
中
学
校
に
子
女
を
就
学
さ

せ
て
か
か
る
営
造
物
を
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て

「例
え
ば
…
…
通
学
距
離
が
遠
隔

に
過
ぎ
る

た
め
通
学
が
事
実
上
不
能
で
あ
る
等
の
事
由
に
よ
り
多
数
の
住
民
が
そ
の
保
護
す
る
子
女
の
就
学
を
不
能
ま
た
は
著
し
く
困
難
に
さ
れ
た
と

き
の
よ
う
に
、
右
学
校
の
設
置
、
廃
上
の
処
分
が
保
護
者
の
前
示
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
場
合
に
よ
り
、

か
か
る
処
分
に
対
す
る
取
消
な
い
し
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
て
そ
の
処
分
の
是
正
を
求
め
得
る
」
（盛
岡
地
判
昭
和
一一一七
・
七
・
九
行
集
〓
ニ

（
五
）

巻
七
号
一
三
二
一
頁
）。

右
の
二
つ
の
判
決
の
う
ち
、
前
者
は
、
保
護
者
の
子
女
に
就
学
が
強
制
さ
れ
、
学
校
と
い
う
公
共
施
設
の
利
用
が
義
務
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、

当
該
公
共
施
設
の
利
用
は
、
保
護
者
の
単
な
る
反
射
的
利
益
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
み
る
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
、

後
者
は
、
同
様
の
見
地
か
ら
当
該
公
共
施
設
を
利
用
す
る
権
利
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
律
上
、
学
校
と
い
う
公
共
施
設
の
利

用
関
係
が
強
制
さ
れ
、
保
護
者
が
こ
れ
を
利
用
す
べ
き
義
務
を
課
せ
ら
れ
、
他
方
、
公
共
施
設
の
主
体
が
学
校
を
設
置
す
る
義
務
を
負
う
場
合

に
は
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
利
用
者
は
、
そ
の
公
共
施
設
を
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

右
の
公
共
施
設
の
廃
止
に
よ

っ
て
、
保
護
者
が
そ
の
利
用
権
を
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
保
護
者
は
、
そ
の
廃
止
処
分
を
違
法
と
し
て
、
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
ア）
れ
を
廃
止
し
た
た
め
に
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
法
律
上
、
そ
の
利
用
関
係
が
強
制
さ
れ
る
義
務
教
育
関
係
の
施
設
の
み
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
鉄
道

・
軌
道

・
道
路

・
病
院

等
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
施
設
が
社
会
公
共
の
福
社
の
た
め
の
給
付
行
政
と
し
て
行
な
わ
れ
、
本
来
授
益
的
性
質
を
も
つ
も
の

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
デ〕
れ
ら
の
施
設
の
利
用
が
住
民
の
日
常
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
鉄
道

・
軌
道
等
の

廃
止
、
道
路
の
路
線
の
廃
上
、
病
院
の
統
合
に
よ
る
特
定
の
病
院
等
の
廃
上
に
よ
っ
て
、
従
来
の
利
用
者
の
日
常
生
活
が
著
し
く
不
便
に
な
り
、

あ
る
い
は
具
体
的
な
生
活
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
利
用
者
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
侵
害
と
し
て
、
そ
の
廃
止
処
分
を

違
法
と
し
て
、
そ
の
取
消
を
求
め
る
訴
え
の
利
益
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）

地
方
公
共
団
体
の
公
共
施
設
、
す
な
わ
ち
地
方
自
治
法
に
い
う

「公
の
施
設
」
を
廃
止
す
る
に
は
、
当
該
施
設
の
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
を
要

す
る
ほ
か
、
条
例
で
定
め
ら
公
の
施
設
の
う
ち
、
条
例
で
定
め
る
と
く
に
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
会
に
お
い

て
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（地
方
自
治
法
二
四
四
条
の
二
第
二
項
）。

分
一）

日
中
・
行
政
法
下
Ⅱ
二
五
四
頁
。

含
一）

本
書
二
五
五
頁
以
下
参
照

（
四
）

本
件
は
、
Ｍ
町
教
育
委
員
会
が
、
同
町
立
Ｔ
小
学
校
の
Ｙ
分
校
を
廃
止
す
る
処
分
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
分
校
内
の
住
民
四
名
が
分
校
対
策
委
員
会
を

結
成
し
、
分
校
の
廃
止
に
よ
り
子
女
の
通
学
が
事
実
上
不
可
能
に
な
る
の
で
、
右
の
分
校
の
廃
止
処
分
は
、
保
護
者
の
子
女
を
小
学
校
に
就
学
さ
せ
る
権

第
五
節
　
公
共
施
設
の
利
用
関
係
の
終
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
三



16  Ⅱ 審議会の答中の概要

調停のために要する費用の一部を、調停の中請人に負担させることが

できる。

3 関連公共事業の推進について

特に大規模な公共事業の施行は、その行われる地域の経済・社会構造

に著しい影響を与え、これに対応するための既存公共施設の再編、新た

な公共施設の整備、さらには当該地域の再建整備のための諸事業の推進

などの問題を生じさせる。これらの関連公共事業は、公共補償による合

理的な機能回復の範囲を超えるものであるので、起業者の負担とするの

は適Jlでないが、これを放置することが社会公平の観点からみて著しく

不適切な場合があるので、このようなものについては、国、地方公共団

体等が、公共補償とは別個に、地元に対する総合的配慮のもとに何らか

の措置を講ずる必要がある。

そのための具体的な措置としては、関連公共事業を所管する関係省庁

等において、予算執行にあたり関連公共事業を優先的に施行するように

配慮するとともに、さらには、関連公共事業推進についての調整を行う

ために、一定の財源を保留すること、地方公共団体に対 して特別の財政

援助措置を行うことなど十分な措置を講ずるよう検討すべきである。

要
綱
の
概
要
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東京都への公開質問状 Ver.2 2018.11・ 7築地市場営業権組合

一 都は、卸売市場法第 H条「業務規程の変更」に基づく条例改正 (10月 11日 施行 )

を「築地市場の豊洲移転」の法的根拠としている。

この点に関し、以下、質問する。

1.「築地市場の位置の変更」によつて、なぜ「築地市場」が「豊洲市場」になるのか?

1-1。 「築地市場 at築地」が「築地市場 at豊洲」になるだけではないのか ?

1-2.「豊洲市場」は、「築地市場 at豊洲」と同じなのか、異なるのか?ま た、その

根拠は何か ?

1-3.築地市場、豊洲市場のそれぞれの業務規程の相違点は何か?

2.「築地市場の豊洲移転」事業の起業地は、どこか ?

2-1.豊洲だけか、築地も含まれるのか?

2-2.豊洲だけとすると、なぜ築地における解体事業や改築が可能なのか ?築地の解

体事業や改築の法的根拠が改正条例 (10月 11日 施行)と は別にあるのか?

2-3.築地市場の「閉場→解体の後 (あ るいは前)」 に、「廃止の認可」の手続きを取

ることはないのか ?あ るとすれば、解体の前か、後か?

3,「豊洲市場」の「開設の認可」 (卸売市場法第 8条)はなされたのか ?

3-1。 なされたとすれば、認可された日を明らかにされたい。

3-2.都の見解によれば、豊洲市場は「東京都中央卸売市場」の一部に過ぎないのに、

何故 「開設の認可」が必要なのか?

3-3.豊洲市場について「開設の認可」がなされたのなら、都の見解によれば、「豊洲

市場と同じく「東京都中央卸売市場の一部」である「築地市場」を廃止 (ないし

廃場)するにあたつては、「廃止の認可」 (卸売市場法第 14条)が必要ではないの

か ?必要ないとすれば、その根拠を示されたい。

3-4.豊洲市場について「開設の認可」がなされていないとすれば、なぜ豊洲市場を

開場できたのか?法的根拠を明らかにされたい。

3-5.豊洲市場について「開設の認可」がなされていないとすれば、何故、国の「中

央卸売市場整備計画」に「東京都中央卸売市場 (新設市場一豊洲地区)」 と明記

されているのか?

4.改正条例によれば、築地市場は豊洲に移転 したとされているにもかかわらず、都職

員がなぜ 10月 11日 以降も築地市場 at築地に出没しているのか ?

4-1.10月 H日 以降に都職員は築地市場 at築地において何をしているのか?

公務なのか、それとも豊洲にあるはずの職場を放棄 して築地で怠けているのか?

4-2.公務 とすれば、その法的根拠及び公務を証明する証明書 (出張届、出張手当等)

を明らかにされたい。

4-3.公務でないとすれば、築地市場への入場を拒んだり、築地市場の改築や解体をし
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たりしていることの法的根拠はあるのか?

それ らの行為を私人́の立場で行なうことは、違法行為ではないのか ?

5.農水省の「中央卸売市場整備計画」に「東京都中央卸売市場築地市場」という名称

が記載されているにもかかわらず、築地市場が、何故「中央卸売市場」でなく、「中央

卸売市場の一部」とされ、卸売市場法第 14条が適用され得ないのか。

5-1.第 14条が適用され得ないとすれば、その法的根拠を示されンたい。

5-2.第 14条がi直用され得るが、適用 しないとすれば、その根拠を示さねノたい。
5-3.第 1`4条 を適用する場合、次の①～0の うt,、 どの市場が対象となるのか。

①築地「lftt at築 地

②築地市場 at豊洲

③ :牲洲市場

5-4.改 正条例 (10月 ll口 施行)に基づけば、第 14条のi芭 用対象は、②又は③ (実質

的には、同じ、いわゆる「豊洲市場」)|こ なるが、開場 したばかりの豊洲市場を、

そんなに甲̂く 廃 lLし ていいのかっ税金の無駄遣いになるのではないか。

5-5.者|`が 第 14条 の適用を望まれている「
lf場 は① と推測されるが、とすれば、第 1`1条

i直用の前に、第 H条「業務規程の変更の認可」及び条例改正によって「位置の変

更 (豊洲→築地)」 を改めてきオĺ′ るつ ()り なのか。

6.農水省の「中央卸売市場整備計画の変更」 (9月 10日 )で は「東京都中央卸売市場築

地市場」が「改築できる中央卸売市場」から「改築できない中央卸売市場」に変更さ

れたにもかかわらず、10月 18日 以降に大幅な改築 (正門前のバ リケー ド等々)が施さ

れ、その後も 9月 9日 の状態に原状回復されていないのはなぜか ?
6-1.改築の法的根拠を明らかにされたい。

6-2.改築の法的根拠を示 し得ない場合には、9月 9日 の状態に原状回復 しなければ違

法となるのではないか?違法でないならば、その根拠を明らかにされたい。

二 営業権及び買物ツアーに関し、以下、質問する。

1。 「のれんに基づく営業権」を否定 しながら、改正条例施行後の 10月 11日 ～17日

の期間に、何故店主の入場を認めたのか ?また、何故、「店主が一人でもいること」

を条件に買物ツアーを認めたのか ?

2.10月 18日 以降は、店主の入場を認めず、買物ツアーの入場を認めていないが、

17日 までと18日 以降に対応が変わった法的根拠を明示されたい。

三 営業権者への残置物撤去・原状回復の要求について、以下、質問する。

1.営業権者の中には、残置物 (私有財産)の整理や撤去を希望している者がいるが、

10月 18日 以降、営業権者の入場を一切拒絶 している法的根拠は何か ?

撤去 したくても、入場を拒まれて撤去できないことを如何に説明するか?
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注記 :本公開質問状に誠実に回答されるにあたつては、次の諸点に留意されたい。

1,文書による回答は、二週間後 (2018年 11月 22日 )を期限とする (延長を希望され

る場合には、その旨、連絡されたい)。

2.不誠実・不十分な回答で終わることは、東京都にとつて不名誉きわまりないことに

配慮し、当組合として、本公開質問状及びこれに対する都の回答を踏まえた 「フェア

ーでオープンな討論の場」を、責任をもって設定する。

3。
「誠実な回答」は、「フェアーでオープンな討論の場」において、双方が議論を尽く

すことをつうじて得られるものとする。

4。 本質問状 |、1口 答が4rし 場ヽ合、及び「フェアーでオープンな討論の場」に応じられない

場合には、都が当方の見解に同意したものとみなす。

以 上
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「建物の寄付」
・を要求 した都の行為は恐喝罪 にあたる  2018.11.21熊本一規

1.築地市場の業者は「のれんに基づく営業権」を持つ

・築地市場の業者は、すべて 「築地」という「のれん」に基づく営業権を持つ。

・ 「のれんに基づく営業権」は、許可によるものではないから、条例の存在や改正

とは何の関係もない。

・東京都中央卸売市場条例の改正 (施行 2018年 10月 11日 )以後も「のれんに基

づく営業権」が存在 し続けていることは、10月 11日 ～10月 18日 の買物ツアー

により証明済みである。

その主たる理由は、その間の事実として存在 している次の①～③。

①都は、店主の築地市場への入場を無条件に認めてきた。

②買物ツアーも実施でき、都は苦々しく見るだけで認めざるを得なかった。

③都は、「店主一人」の有無により、買物ツアーの実施の可否を判断 した。

2.築地市場の閉場・解体事業は営業権 (財産権)の侵害であり、憲法違反である

・都は、築地市場の閉場・解体事業により、損失補償を全く支払わないまま、営業

権を侵害 しようとしてお り、これは明らかに憲法 29条違反である。

・都の「豊洲移転に伴 う経済的損失は、すべて受忍限度内」との見解は、加害行為

の受忍限度を加害者が一方的に決められるとする暴論。セクハラ行為に即して考

えれば明らか。

・10月 19日 以降の買物ツアーは、都が仲卸棟等への入場を違法に拒んでいるた

め、他の場所 (築地市場内又は築地市場内及び築地市場正門前)で実施 している。

・ 「許可に基づく営業」は、条例第 88条第 1項に基づき場所を指定されるが、

「のれんに基づく営業」は、条例等による規制を受けず、場所を特定されない。

(「築地ブランド」に関連した場所ならどこでもよい。築地市場内及びその周辺が含

まれることはいうまでもない)。

3.都が築地市場を開場し、また建物を解体しようとしている行為は威力業務妨害罪

にあたる

・威力業務妨害罪にいう業務には、平穏に営まれていさえすれば、違法な業務も含まれ

るから、ましてや「のれんに基づく営業」が含まれることには疑間の余地なし。

4.都が「建物の寄付」を要求した行為は恐喝罪にあたる

・Y氏は、48年前 450()万 円で建物を購入し、46-47万 円/月 ,20年間かけて返済 し

てきた (返済額累計 1億 1千万円以上)。

・都は本年 8月 末以降、4階にわたり、それを寄付するよう要求。

都の行為は恐喝罪にあたる。

注 :なお、以上の1～ 3にわたり、熊本一規氏ホームページ httpプ/聖ww.墜 umamOto84 0om

を参照。


